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【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 平 成 18年 10月 12日 (2006.10.12)
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
　 　 【 特 許 請 求 の 範 囲 】
　 　 　 【 請 求 項 １ 】
　 遊 技 盤 に 形 成 さ れ た 遊 技 領 域 に 配 設 さ れ る 遊 技 部 品 に お い て 、
該 遊 技 部 品 は 遊 技 盤 に 取 着 す る た め の 取 付 基 板 を 有 し 、 該 取 付 基 板 に 開 口 部 を 開 設 す る と
共 に 、 該 開 口 部 内 に は 、 遊 技 球 が 入 球 可 能 な 球 受 部 を 形 成 し た 球 受 部 材 あ る い は 遊 技 球 が
通 過 可 能 な 球 通 過 部 を 形 成 し た 球 通 過 部 材 を 挿 通 し て 設 け 、 前 記 球 受 部 材 の 球 受 部 あ る い
は 前 記 球 通 過 部 材 の 球 通 過 部 を 前 記 取 付 基 板 の 前 面 か ら 出 入 可 能 と し

　 　 　 【 請 求 項 ２ 】
　

【 手 続 補 正 ２ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ０ ８
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
　 　 【 ０ ０ ０ ８ 】
　 　 【 課 題 を 解 決 す る た め の 手 段 お よ び 発 明 の 効 果 】 　
　 本 発 明 は 、 上 記 課 題 に 鑑 み 提 案 さ れ た も の で 、 請 求 項 １ 記 載 の 弾 球 遊 技 機 の 遊 技 部 品 は
、 遊 技 盤 に 形 成 さ れ た 遊 技 領 域 に 配 設 さ れ る 遊 技 部 品 に お い て 、 該 遊 技 部 品 は 遊 技 盤 に 取
着 す る た め の 取 付 基 板 を 有 し 、 該 取 付 基 板 に 開 口 部 を 開 設 す る と 共 に 、 該 開 口 部 内 に は 、
遊 技 球 が 入 球 可 能 な 球 受 部 を 形 成 し た 球 受 部 材 あ る い は 遊 技 球 が 通 過 可 能 な 球 通 過 部 を 形
成 し た 球 通 過 部 材 を 挿 通 し て 設 け 、 前 記 球 受 部 材 の 球 受 部 あ る い は 前 記 球 通 過 部 材 の 球 通
過 部 を 前 記 取 付 基 板 の 前 面 か ら 出 入 可 能 と し

【 手 続 補 正 ３ 】

、 さ ら に 、 前 記 球 受
部 材 の 球 受 部 あ る い は 前 記 球 通 過 部 材 の 球 通 過 部 が 前 記 取 付 基 板 の 前 面 に 突 出 し た 状 態 を
保 持 す る 保 持 手 段 を 備 え 、 該 保 持 手 段 は 前 記 球 受 部 材 の 球 受 部 あ る い は 前 記 球 通 過 部 材 の
球 通 過 部 を 手 で 押 入 す る こ と に よ り 解 除 さ れ る こ と を 特 徴 と す る 弾 球 遊 技 機 の 遊 技 部 品 。

請 求 項 １ 記 載 の 弾 球 遊 技 機 の 遊 技 部 品 に お い て 、
前 記 保 持 手 段 は 前 記 球 受 部 材 の 球 受 部 あ る い は 前 記 球 通 過 部 材 の 球 通 過 部 を 引 出 す こ と に
よ り 固 定 さ れ る こ と を 特 徴 と す る 弾 球 遊 技 機 の 遊 技 部 品 。

、 さ ら に 、 前 記 球 受 部 材 の 球 受 部 あ る い は 前
記 球 通 過 部 材 の 球 通 過 部 が 前 記 取 付 基 板 の 前 面 に 突 出 し た 状 態 を 保 持 す る 保 持 手 段 を 備 え
、 該 保 持 手 段 は 前 記 球 受 部 材 の 球 受 部 あ る い は 前 記 球 通 過 部 材 の 球 通 過 部 を 手 で 押 入 す る
こ と に よ り 解 除 さ れ る こ と を 特 徴 と す る も の で あ る 。



【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ １
【 補 正 方 法 】 削 除
【 補 正 の 内 容 】
【 手 続 補 正 ４ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ３
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ １ ３ 】

前 記 保 持 手 段 は 、 前 記 球 受 部 あ る い は 前 記 球 通 過 部 を 手 で 押 入 す る こ と に よ り 解 除 で き
る よ う に 構 成 し た の で 、 何 ら 工 具 な ど を 必 要 と す る こ と な く 、 短 時 間 で 釘 調 整 が で き る と
い う 優 れ た 効 果 を 発 揮 す る 。
【 手 続 補 正 ５ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ４
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ １ ４ 】
　 加 え て 、 請 求 項 記 載 の 弾 球 遊 技 機 の 遊 技 部 品 は 、 請 求 項 記 載 の 弾 球 遊 技 機 の 遊 技 部
品 に お い て 、 前 記 保 持 手 段 は 前 記 球 受 部 材 の 球 受 部 あ る い は 前 記 球 通 過 部 材 の 球 通 過 部 を
引 出 す こ と に よ り 固 定 す る こ と を 特 徴 と す る も の で あ る 。

(2) JP 2001-129171 A5 2007.2.8

　

２ １


	header
	written-amendment

